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Ⅰ はじめに 
 

 近年の風水害や大地震ではその犠牲者の多くを高齢者が占めています。高齢者や障害

のある人等の避難行動要支援者の犠牲を減らすためには、避難支援体制を構築する必要

があります。 

避難行動要支援者は、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るため

に安全な場所に避難することなど、災害時に誰かの支援を要する人々で、一般的に高齢

者、障害のある人、外国籍市民、乳幼児、妊婦等があげられます。 

要支援者の更なる避難対策を進めていくためには、避難所における支援とともに、医

療機関（医師、保健師、看護師など）、社会福祉協議会、介護保険制度関係者等の福祉

サービス提供者、自主防災組織、民生委員・児童委員、障害者団体、関係企業、ボラン

ティア、NPO 等の様々な関係機関等の間の連携を強め、避難支援体制を構築・発展さ

せていくことが重要となっています。 

避難支援体制の整備を進めるに当たっては、要支援者自らの積極的な取組が不可欠で

す。また、自助・共助による必要な支援が受けられない要支援者を早急に特定し、重点

的に進める必要があります。発災時には、避難支援プラン等を基に計画的・組織的な避

難支援を実施することが重要です。 

 

１ 支援を必要とする人がいます 

○ 避難行動要支援者とは 

 具体的に風水害や大地震などの災害が発生した時に、必要な情報を迅速かつ的確に把

握することや自分や家族の力だけでは安全な場所へ避難することができない。また、避

難できても避難所での生活において大きな困難があるなど、まわりの人の手助けや、特

別な配慮が必要な人たちのことです。 

 一般的に高齢者、障害のある人、外国籍市民、乳幼児、妊婦等が避難行動要支援者に

あたります。 

   □ 移動することが困難な人 

□ 情報を入手することや発信することが困難な人 

□ 急激な状況の変化に対応が困難な人 

□ 薬や医療装置が常に必要な人 

□ 日常生活上介助が必要な人 

□ 精神的に著しく不安定な状況をきたす人 

□ 言語、文化、生活習慣への配慮が必要な人 など 
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○ 地域の支えあいが重要 

 大災害が発生したとき、消防や警察などの防災に携わる機関はすぐに対応することは

できません。行政の支援（公助）には限界があります。このため、近隣の方々の支え合

いが重要です。 

要支援者の避難にあたっては、まず要者支援自身や家族による”自助”と隣人・友人

など地域で助け合う”共助”で取り組みましょう。 

 

○ 地域をよく知ろう 

自主防災組織をつくり、また多くの方に参加していただ 

き、住民同士の輪を広げよう。 

災害時に適切な行動がとれるように、実践的な防災訓練 

を要支援者と一緒に行ったり、「地域の防災マップ」づくり 

などで地域の特性を知りましょう。 

 

 

 

２ 支援の仕組みづくり 

○ 支援の輪を広げる 

いつ、どこで、だれが、何を、どのように、必要としているのかを把握することが必

要です。 

（１） いざというとき避難支援をするためには、日頃から地域の中で「声かけ」や「見

守り活動」を通じて、お互いに顔の見える関係づくりが必要であると住民自身が気づ

き、自分たちの地域をより安心で住みよいまちにするために様々な住民活動が展開さ

れることが必要です。 

（２） 住民活動と専門職がつながるネットワーク 

づくりの基本的な考え方は 

① 地域で気になる人を住民同士で見守りを 

行う 

② 一緒に活動を行う仲間づくりを行う 

③ 地域にあった様々な方法を考える 

④ 活動を続ける中で気づいたことを共有し 

合う場づくりを行う 

 

（３） 地域ならではの日常的な見守りや助け合いが、周りにある、それがすべての人

が安心して暮らせる街といえます。 
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（４） 地域（在宅）生活支援を行うためには住民同士のネットワーク（マップづくり、

見守り、声かけ、サロン活動等）や専門職間のネットワークなどがあります。地域の

課題や支援を必要とする個人や世帯を真ん中に据えて地域ぐるみで検討し、新たな支

援の形をつくる協働のための出会いの場（ネットワークづくり）が必要です。 

 

３ 支援マニュアル策定の必要性 

○本市では、平成 20 年に彦根市災害時要援護者支援制度実施要綱を定め、災害時等に

おける要支援者の支援を適切に行えるよう登録制度を導入（平成 2６年に彦根市災害

時避難行動要支援者制度実施要綱に全面改正）しました。 

○登録者情報を要綱に定める関係機関等に提供し、災害時の避難支援が地域で行えるよ

うにしています。 

○一方、要支援者ごとの配慮事項や避難時の配慮事項が明確でなく、要支援者の個別の

特性に合った個別避難計画策定には至っていないため、確実な避難支援が可能かどう

か憂慮するところです。 

 

４ 彦根市地域防災計画の位置づけ 

○彦根市地域防災計画第 2 部第３章第１ 

節５の避難行動要支援者の避難支援制 

度の推進（資料２参照）では確実な避 

難支援の推進が謳われています。 

 

５ マニュアルの意義 

○災害時に確実な避難を完了させるため 

には、災害発生時における要支援者の 

個別支援が個別具体的に行われること 

が重要です。 

○そのためには要支援者に対して、いつの時点で、どこで（要支援者の居住位置）、誰

の支援のもとに、どのような支援の方法で（障害の状況および障害特性等の把握）、

どこに避難するか、避難途上の危険性の想定などに対応した個別避難計画が必要とな

ります。（5W1H 等） 

○個別避難計画を策定する際に、それぞれの要支援者の分類（彦根市災害時避難行動要

支援者制度実施要綱第３条第 1 項各号（資料１参照））ごとに支援の配慮事項を明確

にすることが、要支援者の安心・安全につながります。 
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Ⅱ マニュアルの策定 
 

 個別避難計画の策定にあたり、共通的に支援計画において明らかにしておくべき事

項と、支援の必要性に着目した身体等の状況による個別的な支援内容の事項を明らか

にしておくことが、平常時の支援および災害発生時の支援には有効に機能することと

なります。 

上記の観点から下記に、個別避難計画策定にあたっての共通事項、個別事項の記載

内容等をまとめました。 

 

１ 共通事項 

① 住所、氏名、生年月日、性別、電話番号 

② 小学校区 

③ 自治会名 

④ 自主防災組織名 

⑤ 民生委員・児童委員名 

⑥ 身体等の状況 

⑦ 家族または親族の状況 

家族構成、要支援者の親、兄弟、子どもなど親族の連絡先を把握しておく。 

⑧ 地域協力者の連絡先 

⑨ 要介護および障害の程度 

(1) 満75歳以上の独居の高齢者または満75歳以上の者のみで構成する世帯の高齢

者 

(2) 要介護 3、4、5 の認定を受けている者 

(3) 身体障害者手帳 1 級、2 級を有する者 

(4) 療育手帳 A1、A2 を有する者 

(5) 精神障害者保健福祉手帳 1 級、2 級を有する者 

(6) 難病患者 

(7) (1)～(6)に準じる状態にあり、災害時に避難支援等が必要である者 

（状態：                         ） 

  ⑩ 作成手順 

(1) 災害時避難行動要支援者制度に登録 ・・・ ローリスク層（対象者全員） 

(2) タイムラインの作成        ・・・ ミドルリスク層 

(3) ケアマニュアルの作成       ・・・ ハイリスク層 

 

２ 個別事項 

平素から、障害等の特性を十分理解することが災害時の要支援者の安心・安全な避
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難支援につながります。このことから、以下に障害特性や障害者避難支援の方法等に

ついて記載します。 
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●要支援者の特性ごとの対応方法等 

《視 覚 障 害》 

避難行動等の特

徴 
特徴的なニーズ 

情報伝達の際の

配慮事項 

避難誘導時の配

慮事項 

避難生活におけ

る配慮事項 

 

●被害の状況を

知ることができ

ない。（視覚に

よる緊急事態の

察知が不可能な

場合が多い。） 

 

●災害時には、

住み慣れた地域

でも状況が一変

し、いつもどお

りの行動ができ

なくなる。 

 

●避難所等慣れ

ない場所で行動

することが難し

い。（単独では

素早い行動がで

きない。） 

 

●視覚による緊

急事態等の把握

が不可能な場合

や瞬時に把握が

困難な場合が多

いため、音声に

よる情報伝達お

よび状況説明が

必要。 

 

●日常の生活圏

外では、介護者

がいないと避難

できないため、

避難誘導等の援

助が必要。 

 

●市役所からの

広報、その他生

活に関する情報

等が来た時に

は、必ず知らせ

る。 

 

 

●「お手伝いし

ましょうか」な

ど、まず声かけ

を行う。 

 

●話すときは、

はっきり、ゆっ

くり大きな声で

わかりやすい口

調で伝える。 

 

●音声情報で複

数回繰り返す。 

 

●点字や拡大文

字のほか、指点

字や触手話、指

文字、手のひら

書きなど、一つ

ないし複数の組

み合わせでコミ

ュニケーション

をとり情報提供

に努める。 

 

●安否確認およ

び避難所への避

難誘導（歩行支

援）を誰が行う

のか、予め取り

決めておく。 

 

●白杖等を確保

する。 

 

●誘導するとき

は、杖を持った

方の反対の手で

「ひじ」の上あ

たりをつかんで

もらい、ゆっく

りと歩く。 

 

●避難する途中

では、声かけを

しっかり行う。 

 

●避難誘導は、

相手のペースで

行い、引っ張っ

たり、焦らす行

為は可能な限り

慎む。 

 

●ラジオなどを

携帯する。 

 

 

●避難所内の案

内を行う。特に、

トイレや水道な

どの場所確認の

ための誘導を行

う。 

 

●仮設トイレを

屋外に設置する

場合は、壁伝い

に行くことがで

きる場所に設置

する等、移動が

容易にできるよ

う配慮する。 
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避難行動等の特

徴 

特徴的なニーズ 情報伝達の際の

配慮事項 

避難誘導時の配

慮事項 

避難生活におけ

る配慮事項 

   

●盲ろう者通

訳・介助員を避

難所等へ派遣す

る。 

 

●可能であれば

点字ブロックが

敷設してある道

路を誘導する。 

 

●また、日常の

生活圏であって

も、災害時には

環境の変化から

認知地図が使用

不能となる場合

があることに配

慮する。 
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《聴 覚 障 害》 

避難行動等の特

徴 
特徴的なニーズ 

情報伝達の際の

配慮事項 

避難誘導時の配

慮事項 

避難生活におけ

る配慮事項 

 

●音声による情

報が伝わらな

い。（視覚以外

での異変・危険

の察知が困難。

音声による避難

誘導の認識がで

きない。） 

 

●緊急時でも、

言葉で人に知ら

せることが難し

い。 

 

●外見からは障

害のあることが

わからない。 

 

 

●知的障害や肢

体不自由障害、

視覚障害、精神

障害などの障害

が重複する聴覚

障害者もいるこ

とにも留意す

る。 

 

●音声による避

難・誘導の指示

が認識できない

ため、手話・要

約筆記・文字・

絵図等を活用し

た情報伝達およ

び状況説明が必

要である。 

 

●障害が重複す

る聴覚障害者の

場合には、さら

に併せ持つ障害

に応じたニーズ

があることに留

意。 

 

●正面から口を

大きく動かして

話す。 

 

●文字や絵など

を組み合わせた

筆談で情報を伝

える。（常時筆

記用具を用意し

ておく。※筆記

用具が無い場合

は、手のひら等

に指で字を書

く。） 

 

●盲ろう者の通

訳・介助員、手

話通訳者および

要約筆記者を避

難所などに派遣

する。 

 

●掲示板、ファ

クシミリ、携帯

メール、Ｅメー

ルを活用した情

報提供を行うと

ともに、文字情

報を得るためテ

レビを避難所に

設置することに

努める。 

 

 

●手話や文字情

報によって、状

況説明を行い、

避難所等へ誘導

する。（筆記用

具等を用意して

おく。） 

 

●障害が重複す

る聴覚障害者の

場合には、更に

併せ持つ障害に

応じた配慮が必

要になる。 

 

●伝達事項は、

紙に書いて知ら

せる。 

 

●派遣された手

話通訳者、要約

筆記者等にも協

力を求める。 

 

●障害が重複す

る聴覚障害者の

場合には、更に

併せ持つ障害に

応じた配慮が必

要になる。 
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避難行動等の特

徴 

特徴的なニーズ 情報伝達の際の

配慮事項 

避難誘導時の配

慮事項 

避難生活におけ

る配慮事項 

   

●障害が重複す

る聴覚障害者の

場合は、さらに

併せ持つ障害に

応じた支援が必

要になる。 

 

  

 

《言 語 障 害》 

避難行動等の特

徴 
特徴的なニーズ 

情報伝達の際の

配慮事項 

避難誘導時の配

慮事項 

避難生活におけ

る配慮事項 

 

●緊急時でも、

言葉で人に知ら

せることが難し

い。 

 

●外見からは障

害のあることが

わからない。 

 

 

●自分の状況等

を伝える際の音

声による会話が

困難であるた

め、手話・筆談

等による状況把

握が必要であ

る。 

 

●伝えた情報が

確実に伝わった

かを言葉や手

話、筆談等によ

り確認する。 

 

●言葉や手話、

文字情報によっ

て、状況説明を

行い、避難所等

へ誘導する。（筆

記用具等を用意

しておく。） 

 

●伝達事項は、

言葉や紙に書い

て知らせる。 

 

●派遣された手

話通訳者、要約

筆記者等にも協

力を求める。 
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《肢 体 不 自 由 障 害》 

避難行動等の特

徴 
特徴的なニーズ 

情報伝達の際の

配慮事項 

避難誘導時の配

慮事項 

避難生活におけ

る配慮事項 

 

●自分の身体の

安全を守ること

が難しい。 

 

●自力で避難す

ることが難し

い。 

 

●自力歩行や素

早い避難行動が

困難な場合が多

いため、車いす

等の補助器具が

必要である。こ

の場合、メンテ

ナンスキット

（空気入れ、パ

ンク修理、工具）

も必需品であ

る。 

 

●必ず誰かが付

き添い、本人の

意思を確認のう

え、車いすの介

助などの援助を

行う必要があ

る。 

 

●自力で避難す

ることが困難な

場合には、車い

すやストレッチ

ャー等の移動用

具等を確保する

ことが望ましい

が、移動用具等

が確保できない

場合には、担架

やリヤカーの使

用、おんぶなど

により避難す

る。 

 

●階段では、必

ず３人以上で援

助する。階段を

上がるときは前

向きで、下がる

ときは後ろ向き

にして恐怖感を

与えないように

する。 

 

 

●車いすが通れ

る通路を確保す

る。 

 

●家具の転倒防

止などの安全を

確認する。 

 

●車いす用のト

イレを確保す

る。 
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《内 部 障 害》 

避難行動等の特

徴 
特徴的なニーズ 

情報伝達の際の

配慮事項 

避難誘導時の配

慮事項 

避難生活におけ

る配慮事項 

 

●自力歩行や素

早い避難行動が

困難な場合があ

る。 

 

●外見からは障

害のあることが

分かりにくい。 

 

●心臓、腎臓、

呼吸器などに機

能障害があり、

人工透析など医

療行為が必要な

場合がある。 

 

●医薬品を携帯

する必要があ

る。 

 

●常時医療機材

（人工呼吸器、

酸素ボンベな

ど）を必要とす

る人がいる。 

 

●自力歩行や素

早い避難行動が

困難な場合があ

るため、車いす

等の補助器具が

必要である。 

 

●心臓機能障

害、腎臓機能障

害や呼吸器機能

障害などでは、

体力低下や体調

面での変動を伴

うことが多いた

め、配慮が必要

である。 

 

●医薬品や医療

機材を携帯する

必要があるた

め、医療機関等

による支援が必

要である。 

 

●ぼうこうまた

は直腸機能障害

にあってはスト

マ用装具が必要

である。 

  

●常時使用して

いる医療機材を

確保するほか、

医薬品を携帯す

るとともに、自

力で避難するこ

とが困難な場合

には、車いすや

ストレッチャー

等の移動用具等

を確保すること

が望ましい。移

動用具等が確保

できない場合に

は、担架やリヤ

カーの使用、お

んぶなどにより

避難する。 

 

●医療機関等の

協力により巡回

診療を行うほ

か、定期的な治

療の継続のため

の移送サービス

を実施する。 

 

●医療機材の消

毒や交換等のた

め、清潔な治療

スペースを設け

る。 

 

●食事制限の必

要な人の確認も

必要。 

 

●薬やケア用品

の確保も必要。 

 

●ストマ用装具

装着者にあって

はトイレや水道

などの水洗い場

や交換場所、補

装具置場等が必

要。 

 

●各種装具・器

具用の電源確保

が必要。 
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《知 的 障 害》 

避難行動等の特

徴 
特徴的なニーズ 

情報伝達の際の

配慮事項 

避難誘導時の配

慮事項 

避難生活におけ

る配慮事項 

 

●急激な環境の

変化に順応しに

くい。 

 

●一人では理解

や判断すること

が難しく（緊急

事態等の認識が

不十分な場合）、

環境の変化によ

り、精神的に不

安定になる場合

がある。 

 

●緊急事態等の

認識が不十分な

場合や環境の変

化により精神的

に不安定になる

場合があるた

め、何が起こっ

たかを短い言葉

や文字、絵、写

真などを用いて

わかりやすく伝

えて事態の理解

を図るととも

に、日常の支援

者が同伴するな

どして、気持ち

を落ち着かせな

がら安全な場所

へ誘導する必要 

がある。 

 

●「ゆっくり」

「ていねいに」

「繰り返し」説

明し、本人に分

かりやすいよう

にする。 

 

●具体的に、短

い言葉で、わか

りやすく情報を

伝える。 

 

●絵、図、文字

などを組み合わ

せて、理解しや

すい方法で情報

を伝える。 

 

●具体的な予定

や見通しを先に

説明する。 

 

●精神的に不安

定になる場合が

あることに配慮

する。 

 

●否定的な言葉

がけではなく、

肯定的な言葉が

けを行う。 

 

●一人でいる時

に危険が迫った

場合には、緊急

に保護する。 

 

●災害の状況や

避難所等の位置

を、短いことば

や文字、絵、写

真などを用いて

わかりやすく説

明するととも

に、必要に応じ

て誘導する。 

 

●精神的に不安

定な場合には、

日常の支援者が

同伴するなどし

て、気持ちが落

ち着くよう支援

することが大切

である。 

 

●道順などは手

で方向を示す。 

 

●環境の変化を

理解できずに気

持ちが混乱した

り、精神的に不

安定になる場合

があるので、短

い言葉や文字、

絵、写真などを

用いて避難所で

の生活をわかり

やすく伝えて理

解を図るととも

に、日常の支援

者が適切に話し

かけるなど気持

ちを落ち着かせ

るよう配慮す

る。 

 

●本人の様子を

よく知る人に支

援方法を確認す

る。 

 

●言葉を理解で

きないときで

も、身振り、手

振りなどで孤立

させないよう声

をかける。 
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《精 神 障 害》 

避難行動等の特

徴 
特徴的なニーズ 

情報伝達の際の

配慮事項 

避難誘導時の配

慮事項 

避難生活におけ

る配慮事項 

 

●災害発生時に

は、精神的に不

安定になる場合

がある。 

 

●自分で危険を

判断し、行動す

ることができな

い場合がある。 

 

●普段から服用

している薬を携

帯する必要があ

る。 

 

●災害発生時に

は精神的に不安

定になる場合が

あるため、気持

ちを落ち着かせ

ることが必要で

ある。 

 

●服薬を継続す

ることが必要な

人が多いため、

日ごろから自ら

薬の種類を把握

するよう指導す

るとともに、医

療機関による支

援が必要であ

る。 

 

●具体的に、わ

かりやすく簡単

に情報を伝え

る。 

 

●精神的に不安

定になる場合、

専門的知識のあ

る人に連絡をと

るなど配慮す

る。 

 

●災害の状況や

避難所等の位置

を伝えるととも

に、必要に応じ

て無理のない方

法で誘導する。 

 

●精神的に不安

定となっている

場合には、時間

をとり気持ちが

落ち着くよう支

援することが大

切である。 

 

●孤立してしま

うことが多いた

め、知人や仲間

と一緒に生活で

きるよう配慮す

る。 

 

●服薬を継続す

るため、本人お

よび援助者は薬

の名前、量を知

っておくこと、

例えばお薬手帳

などを活用す

る。 

 

●関係機関や医

療機関等との連

絡・支援体制の

整備が必要であ

る。 
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《難 病 ・ 特 定 疾 患》 

避難行動等の特

徴 
特徴的なニーズ 

情報伝達の際の

配慮事項 

避難誘導時の配

慮事項 

避難生活におけ

る配慮事項 

 

●疾患によっ

て、身体障害者

手帳を所持し、

あるいは、障害

者に準ずる状態

にあることか

ら、それぞれの

障害特性に配慮

した対応をとる

必要がある。 

 

●治療法が確立

していない疾患

であることか

ら、日常的に必

要な医薬品等を

確保する必要が

ある。 

 

●肢体不自由の

場合や、外見か

らは障害がある

ことが分からな

い場合があるた

め、それぞれの

病態や症状に応

じた避難誘導等

の援助が必要で

ある。 

 

●人工呼吸器や

人工透析などの

医療行為が必要

な場合がある。 

 

●慢性疾患患者

が多く、医薬品

の確保について

医療的援助が必

要な場合があ

る。 

 

 

●視覚、聴覚に

障害がある場合

や、認知症をと

もなう場合もあ

り、それぞれの

状態を把握し、

理解しやすい方

法で情報を伝え

ることが必要で

ある。 

 

●肢体不自由や

内部障害のある

人と同様に、車

いすやストレッ

チャー等の移動

用具を確保する

ことが望まし

い。 

 

●常時使用して

いる医療機材を

確保するほか、

医薬品を携帯す

ることが望まし

い。 

 

●医療機関の協

力による巡回診

療の実施。 

 

●人工呼吸器や

人工透析をはじ

め生命に関わる

医療行為を必要

とする患者を早

期に医療機関へ

移送する必要が

ある。 

 

●服薬を継続す

るため、医薬品

の確保が必要で

ある。 
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《認 知 症 等》 

避難行動等の特

徴 
特徴的なニーズ 

情報伝達の際の

配慮事項 

避難誘導時の配

慮事項 

避難生活におけ

る配慮事項 

 

●急激な環境の

変化への適応が

難しい。 

 

●時間、場所、

人に関する状況

を把握する能力

が低下し、混乱

することがあ

る。 

 

●物事を考えた

り、理解したり、

判断する能力が

低下し、体調の

変化に気付きに

くい。また、う

まく意思を伝達

できないことが

ある。 

 

●言葉が出てこ

なかったり、意

味を理解できな

いことがある。 

 

●食事や排泄、

更衣に見守りや

支援が必要なこ

とがある。 

 

 

●緊急事態等の

認識が不十分な

場合や、環境の

変化による精神

的な動揺が見ら

れる場合がある

ため、日常の支

援者が同伴する

など、気持ちを

落ち着かせる必

要がある。 

 

●具体的に、短

く、ゆっくりと

した口調で情報

を伝える。 

 

●身振りや絵文

字などを活用し

て情報を伝え

る。 

 

●動揺している

場合は、日常の

支援者が同伴す

るなどして、気

持ちが落ち着く

よう支援するこ

とが大切であ

る。 

 

●環境の変化を

理解できずに気

持ちが混乱した

り、精神的に不

安定になる場合

があるので、日

常の支援者が、

適宜話しかける

など気持ちを落

ち着かせるよう

配慮する。 

 

●本人の様子や

体調の変化に気

をつける。 

 

●高血圧等の持

病があることが

多い。 

 

●服薬治療をし

ているときは、

薬の内容を把握

し、服薬状況の

確認を行う。 
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３ 関連機関との連携を進める 

 

具体的な支援を行うために、さまざまな組織や団体とも連携して、取組みの輪を広げ

ていくことが大切です。特に地域内の団体には、自主防災組織の一翼を担っていただく

ように連携を深めましょう。 

 

障害者団体、福祉サービス事業者などは要支援者と普段から関わりが深いため、自主

防災組織の活動の周知や、災害時の情報伝達などで、組織のネットワークを活かした支

援が期待されます。また、地域包括支援センター、障害者相談支援事業者など、地域を

基盤として相談支援を行っている機関と連携しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉施設 

医療機関 
障害者団体 

福祉サービス 

事業者 

 

消防署 

警察署 

 

 

 

市役所 

 

 

 

 

 

 

 

自主防災組織 

要支援者 
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４ 避難行動要支援者の方も、自分でできる災害への備えをしましょう 

 

① 身近な人たちとのコミュニケーション 

日頃から隣近所や身近な人たちとのコミュニケーションを大事にし、地域の活動

等にも積極的に参加して、自分のことをよく知ってもらいましょう。 

 

② 情報の入手 

災害情報等、自らの安全確保に必要な情報の入手方法を把握しておきましょう。 

 

③ 必要薬・生活用品の確保 

自身の状況に応じて必要な医薬品、医療器具、生活用品を準備しておきましょう。 

特殊な医薬品、医療器具を使用している場合はおおむね 1 週間分を確保してお

きましょう。 
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Ⅲ 資 料 

（資料１） 

○彦根市災害時避難行動要支援者制度実施要綱 

(平成 26 年 4 月 1 日告示第 9９号) 

 

彦根市災害時要援護者支援制度実施要綱(平成 20 年彦根市告示第 97 号)の全部を改正す 

る。  

(趣旨)  

第 1 条 この要綱は、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合(以下「災害

時」という。)に実施する災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。)

第 49 条の 10 第 1 項に規定する避難行動要支援者(以下「避難行動要支援者」という。)

に対する同項に規定する避難支援等(以下「避難支援等」という。)に必要となる避難行動

要支援者の名簿の作成等について、必要な事項を定めるものとする。 

(位置付け)  

第 2 条 この要綱は、彦根市地域防災計画に位置付けるものとする。 

(避難行動要支援者)  

第 3 条 避難行動要支援者は、次のいずれかに該当する者とする。  

(1) 満 75 歳以上の独居の高齢者または満 75 歳以上の者のみで構成する世帯の高齢者 

(2) 要介護 3、4 または 5 の認定を受けている者 

(3) 1 級または 2 級の等級の身体障害者手帳を有する者 

(4) Ａ1 またはＡ2 の等級の療育手帳を有する者 

(5) 1 級または 2 級の等級の精神障害者保健福祉手帳を有する者 

(6) 難病患者(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成 18 年政令第 10 号)別表

に掲げるものによる障害の程度が日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度

である者であって 18 歳以上であるものをいう。)   

(7) 前各号に準じる状態にある者で、特に災害時の避難支援等が必要であると認められる

もの 

(避難行動要支援者の情報の収集)  

第 4 条 市長は、法第 49 条の 10 第 4 項の規定により、避難行動要支援者を把握するた

め、前条各号に該当する者に係る個人情報について、市が保有する場合はその情報を利用

し、滋賀県が保有する場合は滋賀県に対し情報の提供を求めるものとする。 

2 市長は、避難行動要支援者を把握するため、前項に掲げる方法によるほか、民生委員・

児童委員その他関係機関に対し、必要な調査を行うものとする。 

(避難行動要支援者名簿)  

第 5 条 市長は、法第 49 条の 10 第 1 項の規定により、前条の規定により収集した避難

行動要支援者の情報を基に彦根市避難行動要支援者名簿(以下「避難行動要支援者名簿」
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という。)を作成し、管理し、および保管する。 

2 避難行動要支援者名簿は、福祉保健部社会福祉課、高齢福祉推進課および障害福祉課、

市長直轄組織危機管理課ならびに消防本部警防課(以下「関係課」という。)において利用

する。   

3 法第 49 条の 11 第 2 項に規定する避難支援等関係者(以下「避難支援等関係者」とい

う。)に同条第 3 項の規定により避難行動要支援者名簿の情報を提供することができる場

合において、避難行動要支援者が居住する地域の自治会(次条第 5 項において「自治会」

という。)は、避難支援等関係者とする。 

4 法第49条の11第3項の規定により避難行動要支援者名簿の情報を提供する場合にお

いて、市長は、彦根市災害対策本部において審査の上、情報の提供の適否を決定するもの

とする。 

5 前項の規定により提供する情報および提供先は、予想される災害の種別および規模、予

想される被災地域の地理的条件、過去の災害経験等を総合的に勘案し、避難支援等の実施

のための必要最小限のものとする。 

(災害時登録者名簿)  

第 6 条 市長は、避難行動要支援者名簿に登載された避難行動要支援者のうち、地域住民

等による避難支援等を希望する者を災害時避難行動要支援者として登録した彦根市災害

時避難行動要支援者登録者名簿(以下「災害時登録者名簿」という。)を作成するものとす

る。  

2 災害時登録者名簿への登録を希望する者は、地域協力者(当該希望する者の近隣者等のう

ち当該希望する者の避難支援等に協力することができるものをいう。以下同じ。)を可能

な限り指名し、彦根市災害時避難行動要支援者登録申請書(別記様式第 1 号)に、避難支援

等を受けるために必要な自己の情報および当該地域協力者に係る情報を記載して市長に

提出するものとする。 

3 前項の申請を行う者(以下「申請者」という。)および地域協力者は、当該申請に当たり、

自己の災害時登録者名簿の情報が関係課において利用されること、および平常時から避難

支援等関係者に提供されることについて同意するものとし、彦根市災害時避難行動要支援

者登録に係る同意書(別記様式第 2 号)を彦根市災害時避難行動要支援者登録に係る同意

書(別記様式第 2 号)をもって同意するものとし、同項の申請書に添えて市長に提出するも

のとする。   

4 市長は、第 2 項の申請書および前項の同意書が提出されたときは、当該申請者を災害時

避難行動要支援者として災害時登録者名簿に登録する。 

5 市長は、災害時登録者名簿に登録した情報を関係課において利用し、および第 8 条の規

定により避難支援等関係者(彦根警察署、民生委員民生委員・児童委員、社会福祉法人彦

根市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)、自主防災組織、自治会および地域協力者

に限る。)に提供するものとする。この場合において、彦根警察署および市社協への提供

は、避難支援等に係る協定に基づき行うものとする。 

(災害時登録者名簿の保管等)  

第 7 条 災害時登録者名簿は、正本および副本を作成する。 
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2 災害時登録者名簿の正本は市長が保管し、副本は関係課が保管するものとする。 

(災害時避難行動要支援者登録情報記録票等) 

第 8 条 市長は、災害時登録者名簿により彦根市災害時避難行動要支援者登録情報記録票

(別記様式第 3 号。以下「記録票」という。)を作成し、第 6 条第 5 項に規定する避難支

援等関係者に提供するとともに、その写しを当該登録要支援者に交付するものとする。 

2 前項の規定により記録票の提供を受けた同項に規定する避難支援等関係者(以下「登録情

報受領者」という。)は、彦根市災害時避難行動要支援者登録情報記録票受領書(別記様式

第 4 号)を市長に提出するものとする。 

3 第 1 項の規定にかかわらず、市長は、必要があるときは、災害時登録者名簿により彦根

市災害時避難行動要支援者登録者一覧表(別記様式第 5 号。以下「一覧表」という。)を作

成し、第 6 条第 5 項に規定する避難支援等関係者に提供するものとする。この場合にお

いては、前項の規定を準用する。 

(記録票による支援)  

第 9 条 登録情報受領者は、登録要支援者に対し、記録票または一覧表(以下「記録票等」

という。)により次に掲げる避難支援等の実施に努めるものとする。 

(1) 災害時における避難誘導、安否確認等 

(2) 前号の活動を容易にするために平常時から地域において行う声掛け、安否確認等 

(3) 災害時に備えた避難訓練、防災訓練等への災害時避難行動要支援者の参加を促進す

る活動 

２ 前項の規定にかかわらず、彦根警察署および市社協は、避難支援等に係る協定に基づき、

避難支援等を実施するものとする。 

3 登録情報受領者は、記録票を避難支援等以外の目的で利用してはならない。 

(記録票等の複製)  

第 10 条 記録票等は、原則として複製してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害時において避難支援等の実施に必要な場合は、登録情報

受領者は、複写による記録票等を取り扱う者を定めた上で記録票等を必要な枚数に限り複

製することができるものとする。この場合において、登録情報受領者は、当該複写による

記録票等を使用後速やかに回収し、適正な方法による廃棄、市への返却等の措置をとるも

のとする。 

(記録票等の保管等)  

第 11 条 登録情報受領者は、記録票等を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内

容が避難支援等に関わらない者に知られないよう適切に管理しなければならない。 

２ 登録情報受領者は、記録票等を紛失したときは、速やかに市長に報告しなければならな

い。 

3 登録情報受領者は、不要となった記録票等を市に返却するものとする。 

4 登録情報受領者は、記録票等に記載された情報および避難支援等の実施において知り得

た個人の秘密を漏らしてはならない。避難支援等を離れた後も同様とする。 

(登録要支援者の取組)  

第 12 条 登録要支援者は、平常時から、登録情報受領者と連携し、災害時において避難す
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る時に持ち出す必要がある物品等の準備に努めるとともに、災害時に備えた避難訓練、防

災訓練等に参加するよう努めるものとする。 

(登録事項の変更等)  

第 13 条 市長は、避難行動要支援者名簿にあっては随時に点検するよう努めるものとし、

災害時登録者名簿にあっては毎年度 1 回登録事項を点検するものとする。 

２ 登録要支援者または登録情報受領者は、記録票に記載された事項に変更が生じたときは、

速やかに市長に報告するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による報告があったときは、災害時登録者名簿の原本にその旨を記

載するとともに、必要に応じて、登録要支援者、登録情報受領者および関係課に変更事項

を連絡するものとする。 

(登録要支援者の登録の推進)  

第 14 条 市長は、登録要支援者の登録を推進するため、広報紙等によりその周知を行うも

のとする。 

２ 登録情報受領者は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。 

(庶務)  

第 15 条 この要綱に関する事務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。 

(事業の委託 

第 16 条 市長は、災害時避難行動要支援者制度の実施について市社協に委託することがで

きるものとする。 

２ 前項の場合における第 6 条第 5 項後段および第 9 条第 2 項の規定の適用については、

第 6 条第 5 項後段中「彦根警察署および市社協への提供は、避難支援等に係る協定に基づ

き」とあるのは「彦根警察署への提供にあっては避難支援等に係る協定に基づき、市社協へ

の提供にあっては委託契約に基づき」と、第 9 条第 2 項中「彦根警察署および市社協は、

避難支援等に係る協定に基づき」とあるのは「彦根警察署は避難支援等に係る協定に基づき、

市社協は委託契約に基づき」とする。 

(その他)  

第 17 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この告示は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則(平成 28 年 4 月 1 日告示第 121 号)  

この告示は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則(平成 31 年 4 月 1 日告示第 85 号)  

この告示は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則(令和 3 年 12 月 1 日告示第 264 号)  

この告示は、令和 3 年 12 月 1 日から施行する。 

付 則(令和 4 年 4 月 1 日告示第 148 号)  

この告示は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則(令和５年７月２７日告示第２０１号)  

この告示は、令和５年７月２７日から施行する。 
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（資料２） 

〇 彦根市防災計画 第２部 第３章 第 1 節 ５（抜粋） 

５ 避難行動要支援者の避難支援制度の推進 

市は、要配慮者のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な者であって、その円

滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する避難行動要支援者の把握に努め

るとともに、避難行動要支援者についての避難支援等を実施するための基礎とする名簿

（以下「避難行動要支援者名簿」という。）を作成する。 

なお、「避難行動要支援者の避難行動支援に係る取組指針」（内閣府）に示される、「地

域防災計画において定める必須事項」についての詳細は、資料編（P7-1-122）に示

す。 

また、災害時における要配慮者の円滑・迅速な避難等を確保するため、災害時避難行

動要支援者支援制度への登録を推進し、「避難行動要支援者個別避難計画」作成マニュ

アルを参考に、地域における避難支援の推進を図る。 

災害 における全体の死者のうち 65 歳以上の高齢者の割合が高いことを背景とし、

令和 3 年 5 月の災害対策基本法の改正により、これまで取組指針で取り組むこととし

ていた個別避難計画の作成が市町村の努力義務となったことから、関係課が連携し、個

別避難計画の作成・更新を行う。 
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（資料３） 
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「災害時避難行動要支援者個別避難計画」作成マニュアル 

 

平成 24 年（2012 年）3 月作成 

一部改定 令和６年（2024 年）９月 

編集・発行 彦根市福祉保健部社会福祉課 

 

（問い合せ先） 

〒522-0041 滋賀県彦根市平田町 670 

TEL:0749-23-9590 FAX:0749-26-1768 

E-mail:shakaifukushi@ma.city.hikone.shiga.jp 


